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第３章 宗像市男女共同参画推進センター 

（事業） 

第１６条 宗像市男女共同参画推進センター（以下この章において

「センター」という。）は、次に掲げる事業を行う。 

（１）啓発・就業支援等に係る講座、講演会、研修会等の開催に関

すること。 

（２）各種の相談に関すること。 

（３）図書、資料等を備え、情報の提供に関すること。 

（４）市民相互の交流の支援に関すること。 

（５）その他センターの設置目的を達成するために必要な事業 
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